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公 布 さ れ た 条 例 の あ ら ま し 

 

○ 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るた

めのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（条例第44号） 

１ 次に掲げる条例について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年

法律第27号）の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（第１条から第３条

まで関係） 

 (1) 滋賀県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に

関する条例（平成27年滋賀県条例第61号） 

(2) 滋賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例（令和５年滋賀県条例第１号） 

(3) 滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号） 

２ この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効

率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第46号）附則第１条第２号に掲

げる規定の施行の日から施行することとしました。 

○ 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（条例第45号） 

１ 次に掲げる条例について、地方自治法（昭和22年法律第67号）の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定

の整理を行うこととしました。（第１条および第２条関係） 

 (1) 滋賀県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年滋賀県条例第４号） 

(2) 滋賀県公営企業の設置等に関する条例（昭和43年滋賀県条例第22号） 

(3) 滋賀県病院事業の設置等に関する条例（昭和51年滋賀県条例第18号） 

(4) 滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例（平成28年滋賀県条例第63号） 

(5) 滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例（平成30年滋賀県条例第43号） 

２ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第65号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の

日から施行することとしました。 

○ 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第46号） 

１ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）および宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和37

年建設省令第３号）ならびに同法の施行のための規則に基づく事務の一部を市に移譲することとしました。（別表

関係） 

２ 宅地造成及び特定盛土等規制法第10条第１項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定を行うことに伴い、必

要な規定の整理を行うこととしました。（別表関係） 

３ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）および特別児童扶養手当等の支給に関する法律

施行規則（昭和39年厚生省令第38号）に基づく事務を移譲対象から除くこととしました。（別表関係） 

４ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和41年法律第１号）の一部改正による条項の移動に伴い、

必要な規定の整理を行うこととしました。（別表関係） 

５ その他 

(1) この条例は、次のアからウまでに掲げる区分に応じ、当該アからウまでに定める日から施行することとしまし
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た。 

 ア １および２の規定 令和７年４月１日 

イ ３の規定および(2) 令和８年４月１日 

ウ ４の規定 都市緑地法等の一部を改正する法律（令和６年法律第40号）の施行の日 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

○ 滋賀県税条例の一部を改正する条例（条例第47号） 

１ 納税証明書の交付手数料の額を改定することとしました。（第11条関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例（条例第48号） 

１ 大麻草の栽培の規制に関する法律（昭和23年法律第124号）の一部改正に伴い、同法第５条第１項の規定に基づく

免許の申請に対する審査の手数料の額を改定するとともに、必要な規定の整理を行うこととしました。（第１条に

よる改正後の第２条関係） 

２ 美術館および琵琶湖博物館について、障害者の観覧のために介護を行う者（以下「介護者」という。）、高等学

校もしくは中等教育学校の後期課程の生徒、18歳未満の者および県内の幼稚園または保育所等の行事として観覧す

る乳児または幼児（以下「乳児等」という。）の引率者が常設展示を観覧する場合に観覧料を無料とするとともに、

介護者ならびに乳児等およびその引率者が企画展示を観覧する場合に観覧料を無料とすることとしました。（第１

条による改正後の別表第28および別表第28の２関係） 

３ 建築基準法（昭和25年法律第201号）の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定の整理を行うこととしまし

た。（第１条による改正後の別表第43関係） 

４ 旅券法に基づく事務手数料のうち、一般旅券の発給に係る手数料の額を改定することとしました。（第１条によ

る改正後の別表第49関係） 

５ 教員認定講習会受講料ほか100件の使用料および手数料の額を改定することとしました。（第２条による改正後の

第２条、別表第２から別表第６まで、別表第11、別表第28から別表第30まで、別表第32、別表第34から別表第35ま

で、別表第39、別表第40、別表第42から別表第45まで、別表第48、別表第50から別表第53まで、別表第55の２、別

表第56、別表第58、別表第63、別表第63の２、別表第67から別表第69までおよび別表第71関係） 

６ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく事務手数料を新たに設定することとしました。（第２条による改正後の

第２条および別表第54関係） 

７ 家畜伝染病予防法に基づく事務手数料のうち、結核病検査ほか４件の手数料を廃止することとしました。（第２

条による改正後の別表第45関係） 

８ 漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項の規定に基づく琵琶湖海区漁業調整委員会の指示による承認に係

る標旗の交付の手数料等を新たに設定することとしました。（第３条による改正後の別表第40関係） 

９ その他 

(1) この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、次のアからオまでに掲げる規定は、当

該アからオまでに定める日から施行することとしました。 

ア ２の規定 公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日 

イ ４の規定および(2) 令和７年３月24日 

ウ ８の規定 令和７年10月１日 

エ １の規定 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第84号）附則第１

条第２号に掲げる規定の施行の日 

オ ３の規定 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和６年法律第53号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

(3) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

(4) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例（条例第49号） 

１ 道路交通法（昭和35年法律第105号）等に基づく警察関係事務手数料の額の一部を改定することとしました。（第

１条による改正後の別表第７、別表第８、別表第11および別表第13関係） 

２ 自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく警察関係事務手数料について、保管場所標章の交付および再交

付の手数料を廃止することとしました。（第２条による改正後の別表第８関係） 
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３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、２は、自動車の保管場所の確保等に関す

る法律の一部を改正する法律（令和６年法律第35号）の施行の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例（条例第50号） 

１ 工業技術総合センター使用料、東北部工業技術センター設備使用料および薬事設備使用料の額を改定することと

しました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第51号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第52号） 

１ 障害者の使用のために介護を行う者について、大宿泊室および小宿泊室の使用料および利用料金を減額する対象

者に加えることとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第53号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立琵琶湖文化館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（条例第54号） 

１ 障害者の観覧のために介護を行う者ならびに県内の幼稚園または保育所等の行事として観覧しようとする乳児ま

たは幼児およびこれらの者の引率者は、観覧に係る使用料の納付を要しないこととしました。（本則関係） 

２ この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第55号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立草津ＳＯＨＯビジネスオフィスの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第56号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第57号） 

１ 障害者の観覧のために介護を行う者（以下「介護者」という。）、高等学校もしくは中等教育学校の後期課程の

生徒、18歳未満の者および県内の幼稚園または保育所等の行事として観覧する乳児または幼児（以下「乳児等」と

いう。）の引率者について、陶芸館の常設展示の観覧料を無料とする対象者に加えるとともに、介護者ならびに乳

児等およびその引率者について、陶芸館の企画展示の観覧料を無料とする対象者に加えることとしました。（第１

条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県と滋賀県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を

改正する条例（条例第58号） 

１ 産業競争力強化法（平成25年法律第98号）の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定の整理を行うことと

しました。（第３条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

○ 滋賀県醒井養鱒場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第59号） 

１ 障害者の入場のために介護を行う者、高等学校もしくは中等教育学校の後期課程の生徒、18歳未満の者および県

内の幼稚園または保育所等の行事として入場する乳児または幼児の引率者について、使用料および利用料金を無料

とする対象者に加えるとともに、県外の幼稚園または保育所等の行事として入場する乳児または幼児の引率者につ

いて、使用料および利用料金を減額する対象者に加えることとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 
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○ 滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第60号） 

１ 障害者の宿泊または休憩のために介護を行う者について、ふるさと館の使用料および利用料金を減額する対象者

に加えることとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第61号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表第２関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県港湾占用料等徴収条例の一部を改正する条例（条例第62号） 

１ 港湾占用料等の額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例（条例第63号） 

１ 流水占用料等の額を改定することとしました。（別表第１～別表第３関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県都市公園条例の一部を改正する条例（条例第64号） 

１ 障害者の使用のために介護を行う者について、グラウンドゴルフ場、陸上競技場等の個人使用およびトレーニン

グ室の使用料および利用料金を減額する対象者に加えることとしました。（第１条による改正後の別表第２関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表第２関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第65号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第66号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第67号） 

１ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および障害者の使用のために介護を行う者が陸上競技場、草野球場または

スポーツ会館の体育室を個人使用する場合は、その使用料および利用料金を減額することとしました。（第１条に

よる改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例（条例第68号） 

１ 上のせ排水基準の項目のうち大腸菌群数を大腸菌数に改めるとともに、その許容限度を改めることとしました。

（別表第２関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

３ この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

○ 滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第69号） 

１ 滋賀県立総合病院駐車場の使用料を駐車場ごとに区分して設定することとしました。（第１条による改正後の別

表第３関係） 

２ 使用料および手数料の額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表第３関係） 

３ 駐車場の使用料を無料とする場合を改めるとともに、駐車場の使用料を減額する場合を定めることとしました。

（第２条による改正後の別表第３関係） 

４ 使用料を徴収する駐車場に新たな駐車場を追加することとしました。（第３条による改正後の別表第３関係） 

５ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は同年１月１日から、４は公布の日か

ら起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第70号） 

１ 障害者の使用のために介護を行う者について、使用料および利用料金を減額する対象者に加えることとしました。
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（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第71号） 

１ 障害者の宿泊のために介護を行う者について、宿泊に係る使用料および利用料金を減額する対象者に加えること

としました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第72号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第73号） 

１ 障害者の観覧のために介護を行う者（以下「介護者」という。）、高等学校もしくは中等教育学校の後期課程の

生徒、18歳未満の者および県内の幼稚園または保育所等の行事として観覧する乳児または幼児（以下「乳児等」と

いう。）の引率者について、常設展示の使用料および利用料金を無料とする対象者に加えるとともに、介護者なら

びに乳児等およびその引率者について、特別展示の使用料および利用料金を無料とする対象者に加えることとしま

した。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。

ただし、１は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第74号） 

１ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および障害者の使用のために介護を行う者（以下「介護者」という。）が

屋内グラウンドまたはトレーニング室を個人使用する場合は、その使用料および利用料金を減額することとしまし

た。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 介護者を宿泊研修館の宿泊に係る使用料および利用料金を減額する対象者に加えることとしました。（第１条に

よる改正後の別表関係） 

３ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

４ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１および２は、公布の日から起算して３

月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀アリーナの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第75号） 

１ 障害者の使用のために介護を行う者について、アリーナまたはランニングコースを個人使用する場合およびスポ

ーツ・体力測定室またはトレーニング室を使用する場合の使用料および利用料金を減額する対象者に加えることと

しました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第76号） 

１ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および障害者の使用のために介護を行う者が競技場を個人使用する場合は、

その使用料および利用料金を減額することとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立栗東体育館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第77号） 

１ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および障害者の使用のために介護を行う者がアリーナを個人使用する場合

およびトレーニング室を使用する場合は、その使用料および利用料金を減額することとしました。（第１条による

改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え
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ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第78号） 

１ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および障害者の使用のために介護を行う者が競技施設を個人使用する場合

は、その使用料および利用料金を減額することとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第79号） 

１ 障害者の使用のために介護を行う者（以下「介護者」という。）について、トレーニング室の使用料および利用

料金を減額する対象者に加えるとともに、県内に居住する65歳以上の者、障害者および介護者について、アリーナ

を個人使用する場合の使用料および利用料金を減額することとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第80号） 

１ 障害者の使用のために介護を行う者（以下「介護者」という。）について、アイススケート場の貸切り使用以外

の使用をする場合の使用料および利用料金を減額する対象者に加えることとしました。（第１条による改正後の別

表関係） 

２ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および介護者がアリーナを個人使用する場合は、その使用料および利用料

金を減額することとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

３ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

４ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１および２は、公布の日から起算して３

月を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第81号） 

１ 障害者の使用のために介護を行う者について、キャンプ施設およびロッジの使用料および利用料金を減額する対

象者に加えることとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立琵琶湖漕
そう

艇場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第82号） 

１ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および障害者の使用のために介護を行う者が会議室兼宿泊室を宿泊のため

に使用する場合は、その使用料および利用料金を減額することとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第83号） 

１ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および障害者の使用のために介護を行う者が個人使用する場合は、その使

用料および利用料金を減額することとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第84号） 

１ 県内に居住する65歳以上の者、障害者および障害者の使用のために介護を行う者が個人使用する場合は、その使

用料および利用料金を減額することとしました。（第１条による改正後の別表関係） 

２ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（第２条による改正後の別表関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、１は、公布の日から起算して３月を超え

ない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

○ 滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第85号） 

１ 使用料の額および利用料金の上限額を改定することとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。  
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